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お客様各位 

 

〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-13 カタオカビル 3 階 

TEL 03－5360－7770 FAX 03－5360－7810 

E-mail：kobayashi-hiroki@tkcnf.or.jp   

 税理士法人 小林 Accounting Office  代表社員 小林広樹 

（旧 小林会計事務所） 

  

 

＜資料のご用意をお願いいたします。＞

ご不明な点は、小林 Accounting Office にお問い合わせください。 

１．給与収入のある方・・・給与の支払者から受け取った源泉徴収票 

 

 

２．公的年金や個人年金の給付のある方（雑所得）・・・公的年金、個人年金の支払調書 

 

 

 

 

３．講演料、講師料、原稿料等の収入のある方・・・各報酬の支払調書及び経費に関する資料 

 

４．不動産収入のある方・・・不動産の収入及び経費に関する資料 

 

 

 

 

 

５．事業収入のある方・・・事業の収入及び経費に関する資料 

   詳しくは、当事務所スタッフにご相談下さい。 

 

６．配当収入のある方・・・配当収入の支払調書 

 

 

確定申告のご案内

日頃より皆様のご愛顧をあずかり厚く御礼申し上げます。 

所得税の確定申告の時期が近づいています。 

適正かつ節税効果の高い申告のため、ご協力を宜しくお願い致します。 

・ 公的年金の種類は、「国民年金・厚生年金・共済年金、恩給（一時恩給を除く）、確定給付企業年金

契約に基づいて支払われる年金 他」です。 

・ 「遺族年金、障害年金、母子年金」は非課税なので申告不要です。 

・上場株式の配当金は、上場株式の譲渡損と申告によって通算できます。 

・配当金の申告の方法によっては配当控除という税額控除の適用も可能です。 

・ 給与収入が年間 2,000万円超の方、2 箇所以上から給与の支給のある方は確定申告が必要です。 

・一年間の家賃や地代等の収入と支出をまとめて下さい。空室や自家用の確認もして下さい。 

・借入金を返済している方は、返済額、支払利息、年末の残高を確認するため、返済予定表 

（R6.1.1～R6.12.31 が記載されたもの）をご用意下さい。 

・大きな工事や修繕を実施した方は、契約書や見積書をご用意下さい。 

令和 7年 2月 

 

令和 7年 2月 3日に 

組織変更しました 
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７．株式や投資信託等の売買をした方 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．土地や建物等の売却、交換等を令和 6年中に行われた方 

   

 

 

 

 

 

 

 

９．所得控除のための資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特定口座の取引のある方・・証券会社からの年間取引報告書をご用意下さい。 

・一般口座の取引のある方・・取引都度(購入と売却)の計算明細書をご用意下さい。 

  上場株式等の特定口座の利用方法で有利不利があります。特定口座で「源泉徴収なし」を選択す

ると、年間の株の運用益が 20 万円以下であるならば申告不要です。一方で「源泉徴収あり」を選

択すると原則は申告不要なので、運用益が 20 万円以下であっても税金が天引きされています。(税

率 20.315％) 

(1)社会保険料控除 会社等の社会保険以外で、国民健康保険料や国民年金保険料を納めている方は、

その資料をご用意下さい。国民年金保険料については、日本年金機構からご自宅

に送付されている控除証明書をご用意下さい。 

(2)医療費控除   家族全員の医療費が対象なので、その領収書をご用意下さい。医療保険等で給

付を受けた保険金、高額医療費の資料もご用意下さい。 

(3)配偶者控除、扶養控除等の人的控除  控除対象の方の所得をご確認下さい。 

(4)寡婦控除・ひとり親控除  配偶者が年の途中で亡くなった場合や離婚した場合には適用の可能

性がありますのでご相談下さい。 

(5)寄付金控除   寄付団体等が発行した確定申告用の寄付金領収書 

(6)生命保険料控除 保険会社等から送付された控除証明書をご用意下さい。一般生命保険料控除、

個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の 3 種類あります。 

(7)地震保険料控除 保険会社等から送付された控除証明書 

(8)小規模企業共済等掛金控除 個人事業主が加入しているもので、その払込証明書 

      個人型確定拠出年金（iDeCo）に加入している場合は、その払込証明書 

売却等に係る不動産の資料（取得・売却契約書、譲渡費用の請求書他）をご用意下さい。 

不動産の譲渡所得と税額の計算 

     譲渡益＝譲渡価額－〔取得費＋譲渡費用〕 

     課税譲渡所得＝譲渡益－特別控除 

     譲渡に係る税額＝課税譲渡所得×税率 

       ※別途基準所得税額×2.1％の復興特別所得税を付加します。 
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10．税額控除のための資料・・・代表的な税額控除は、「住宅ローン控除」「配当控除」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．「ふるさと納税」をご希望の方はお問い合わせ下さい。 

  

 

 

 

 

 

 

12．PayPayなどの決済アプリで国税の納付ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.定額減税のお知らせ 

 全国の市区町村への寄附金は、寄付金額から 2,000円を除いた対象金額を所得税及び住民税から控

除できます。仕組みは“かんたん”です。所得税の寄付金控除によって所得税額が減少します。そし

て、所得税で控除出来なかった対象金額は、翌年の住民税額から控除します。なお、所得税と住民税

で合わせて控除できる金額は、「寄付金額－2,000 円」が限度です。寄付する自治体は自由に選択でき

ますし、複数の自治体に寄附を行うことも出来ます。 

住宅ローン控除 令和 6 年中にマイホームを購入して住宅ローンを返済している方は、売買契約

書、住宅の謄本、ローンの年末残高証明書、住民票他をご用意頂きますのでご相談下さい。 

令和 6 年の税制改正に伴う主な変更点は以下のとおりです。 

・子育て世帯等の住宅ローン控除の対象となる借入限度額を引き上げ 

・所得が 1,000 万円以下の場合、床面積要件を緩和 

・子育て世帯等が一定の子育て対応改修工事を行った場合、金額の 10%相当額を控除 

PayPay など普段の買い物に使用している決済方法で国税の納付ができます。 

「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスし、決済方法を選んだあとにチャージした残高か

ら納税額が差し引かれます。（一度の納付につき 30 万円まで） 

対象となる決済方法は、PayPay、d 払い、au PAY、LINE Pay、メルペイ、Amazon Pay、楽天ペイの

7 種です。クレジットカード決済による納付では納税額によって手数料の負担がありましたが、この

納付方法だと手数料が発生せず、決済方法によっては通常の支払いと同様のポイント付与もありま

す。 

24 時間いつでも納付できるので便利です。 

令和 6 年分所得税について、合計所得金額が 1,805 万円以下の方は、定額による所得税の特別

控除「定額減税」が実施されます。 

■控除される税額  ご本人 30,000 円 

          同一生計配偶者 30,000 円 

          扶養親族 1 人あたり 30,000 円 

定額減税額は、納税額を限度に控除されます。 

控除しきれなかった定額減税額は、後日、市区町村から給付されます。 
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14.申告書等の控えへの収受日付印廃止お知らせ 

 

ご不明な点は、小林 Accounting Office にお問い合わせください。 

 基本料金  ：25,000円 

不動産所得 ：不動産 1件につき 20,000円～ 

事業所得  ：50,000円～ 

譲渡所得  ：30,000円～ 

給与所得・配当所得・一時所得・雑所得は、源泉徴収票 1件につき 2,500円 

なお、消費税、贈与税の申告についてはご相談ください。 

令和 7 年 1 月から、税務署に書面で申告書等を提出した場合、その控えについては収受日付印

の押印がされなくなりました。代わりに「日付」と「税務署名」を記載した「リーフレット」と呼

ばれる紙が渡されることになりました。 

電子申告のお客様は、申告の際に発行される「メール詳細」等で申告完了を確認できますが、紙

で提出した申告書や、電子で送れない添付書類は、今までの収受印が押されなくなりますので予め

ご了承ください。 
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父母や祖父母からの贈与の優遇措置 

毎年の地道な贈与を積み重ねて大きな成果が生まれます。一度ご検討下さい。 

暦年課税（贈与税の課税期間の単位は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日が原則）において、平成 27 年か

ら、直系尊属（父母や祖父母等）から財産の贈与を受けた人（贈与を受けた年の 1 月 1 日に 18 歳以上が条

件）の贈与税の額は、「一般税率」ではなく、「特例税率」を適用します。 

基礎控除(110 万円)後の 一般税率 特例税率 

課税価格 税率 控除額 税率 控除額 

～200 万円以下 10% ― 10% ― 

200 万円超 ～300 万円以下 15% 10 万円 
15% 10 万円 

300 万円超 ～400 万円以下 20% 25 万円 

400 万円超 ～600 万円以下 30% 65 万円 20% 30 万円 

600 万円超 ～1,000 万円以下 40% 125 万円 30% 90 万円 

1,000 万円超～1,500 万円以下 45% 175 万円 40% 190 万円 

1,500 万円超～3,000 万円以下 50% 250 万円 45% 265 万円 

3,000 万円超～4,500 万円以下 
55% 400 万円 

50% 415 万円 

4,500 万円超 55% 640 万円 

住宅促進税制の一環として、贈与税の優遇措置です。 

令和 6 年 1 月 1 日から令和 8 年 12 月 31 日までの間に直系尊属（父母や祖父母等）からの贈与により、

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は改築等の対価に充てる金銭を取得した場合は、一

定の要件の基で、以下の限度額の範囲内で贈与税は非課税になります。 

≪住宅取得資金の贈与税の非課税限度額≫ 

省エネ等住宅 左記以外の住宅 

1,000 万円 500 万円 

 ※ 省エネ等住宅とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性

を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する

住宅用の家屋をいいます。 

 

 

① 令和 6 年から相続時精算課税制度に基礎控除が追加され、暦年課税と同様、年 110 万円の贈与まで贈与

税は課税されません。 

② 令和 6 年から暦年贈与の場合、贈与財産の相続財産への加算期間が亡くなる前 3 年から 7 年に延長 

（延長された 4 年について、総額 100 万円までを相続財産に加算しない緩和措置があります）。 

7 年に延長されたことで、令和 9 年以降の贈与財産が新たに相続財産に加算されます。 

③ 令和 5 年から教育資金の一括資金贈与は令和 8 年 3 月 31 日まで、結婚・子育て資金の一括贈与は令和 7

年 3 月 31 日まで、特例期間を延長。 

贈与税を使った資産移転です！！ 
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令和 7 年の税制改正で以下の点が大きく変更になりました。 

令和 7 年 1 月 1 日以後の贈与から適用されます。 

① 個人事業主が事業用資産を贈与する際の贈与税の納税猶予制度の要件緩和 

（改正前） 

   贈与日までに引き続き 3 年以上、特定事業用資産に係る事業に従事していること。 

   （改正後）  

   贈与の直前において特定事業用資産に係る事業に従事していること。 

② 非上場株式の贈与税の納税猶予制度の要件緩和 

（改正前） 

 贈与日まで引き続き 3 年以上、特例認定贈与承継会社の役員であること。 

（改正後） 

 贈与の直前において特例認定贈与承継会社の役員であること。 

                     


